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令和２年度 第２四半期の原子力規制検査の実施状況等について 
 

令和２年１１月６日 
原 子 力 規 制 庁 
検 査 監 督 総 括 課 

 
令和２年度 第２四半期に実施した核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律に基づく原子力規制検査1の実施状況等は以下の通り。 
 
１．原子力規制検査（原子力施設安全及び放射線安全関係）の実施結果 
（１）検査の実施状況 

原子力規制事務所が中心に実施する日常検査は順調に実施した。本庁が中
心に実施するチーム検査は３３件実施した。その他、事業所外運搬等の法定
確認に係る原子力規制検査（チーム検査）を７件実施した。 

 
（２）第２四半期の検査指摘事項 

検査指摘事項に該当するものが合計５件確認された。詳細は、別紙のとお
り。 
第２四半期の各原子力施設の原子力規制検査報告書及び安全実績指標（Ｐ

Ｉ）2については、原子力規制委員会のホームページに掲載する3。 
 

当該期間における検査指摘事項 
 

件名 概要 
重要度 
深刻度 

実用発電用原子炉 
１ 高浜発電所３号機 ２次

側配管の異物管理対策不
備による蒸気発生器伝熱
管の損傷事象（法令報
告） 

高浜発電所３号機第２４回定期
検査において、３基ある蒸気発
生器のうち２基から、外面から
の減肉率が２０％を超える伝熱
管が計２本発見された。 

緑 
SL Ⅳ 

２ 島根原子力発電所２号機 
不適切な操作による残留
熱除去系Ｂポンプ自動停
止 

長期停止中の島根原子力発電所
２号機において、不適切な弁操
作により、使用済燃料プールを
冷却中だった残留熱除去ポンプ
が停止した。 

緑 
SL Ⅳ 

３ 伊方発電所３号機 海水
管トレンチ室内における
不適切なケーブル敷設に

伊方発電所３号機において、海
水ポンプの制御ケーブルを収納
しているケーブルトレイにむき

緑 
SL Ⅳ 

                                                   
1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）第 61 条の 2 の 2 第 1 項の検査を

いう。 
2 第２四半期の安全実績指標結果については、11月 16日までに事業者から提出される予定。 

3 https://www2.nsr.go.jp/activity/regulation/kiseikensa/joukyou/index.html 
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よる火災影響軽減対策の
不備 

出しの換気空調用のケーブルが
入線していた。 

４ 伊方発電所３号機 制御
盤室内における感知器の
不適切な箇所への設置に
よる火災感知機能の信頼
性低下 

伊方発電所３号機において、制
御盤室内天井の自動火災感知器
（熱感知）が換気口空気吹き出
し部に近接して設置されてい
た。 

緑 
SL Ⅳ 

５ 川内原子力発電所２号機 
配線処理室内における不
適切なケーブル敷設によ
る火災影響軽減対策の不
備 

川内原子力発電所２号機におい
て、安全停止系のケーブルを収
納しているケーブルトレイにむ
き出しの安全系ケーブルが入線
していた。 

緑 
SL Ⅳ 

核燃料施設等 
指摘事項なし 

 
（３）検査継続案件 

以下の検査気づき事項については、検査指摘事項とするか継続して確認中
である。 
① 日本原燃株式会社再処理事業所（再処理施設）における非常用電源建屋

第 2非常用ディーゼル発電機燃料弁清水タンクからの漏えい事象 
② 関西電力株式会社大飯発電所３号機における加圧器スプレイライン配管にお

ける有意な指示 
 

（４）検査結果の報告書案に対する事業者からの意見聴取について 
令和２年１０月７日の第３１回原子力規制委員会で「検査結果の報告書に

対する事業者からの意見聴取」が了承されたことを受け、事業者からの意見
聴取を行ったところ、四国電力株式会社から意見の提出があった（添付参照）。 
また、その他誤字等についても複数コメントがあった。 
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 別紙 

1. 高浜発電所３号機 ２次側配管の異物管理対策不備による蒸気発生器伝熱管

の損傷事象（法令報告） 

 

(１) 事象概要 

高浜発電所３号機第２４回定期検査（令和２年１月６日～）において、３基ある蒸気発生器（以

下「ＳＧ」という。）のうち、Ｂ－ＳＧの伝熱管１本及びＣ－ＳＧ伝熱管１本において、管支持板付

近の外面からの減肉（減肉率は、Ｂ－ＳＧが約３２％、Ｃ－ＳＧが約２８％と約５６％の２ヶ所）が

発見された。 

上記ＳＧ伝熱管の損傷は、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

第１８条及び第５６条に適合しておらず、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１

３４条に該当することから、事業者は、令和２年２月１８日に法令報告事象に該当すると判断し

た（減肉率２０％以上は、発電用原子力設備規格 維持規格に適合違反）。 

 

(２) 安全重要度の評価結果 

［パフォーマンスの劣化］ 

Ｂ，Ｃ－ＳＧ伝熱管の損傷は、過去の定期検査時における機器の開放点検において、渦

巻きガスケットを交換（消耗品として毎回新品に交換）した際に、その取り外し若しくはその

後の処分の過程で発生した金属片、又は保温材外装板の切れ端等が生じる作業等で発

生した異物が、２次側配管から混入して発生した可能性が高いと推定した。 

事業者の定期点検工事の計画段階において、ＳＧ伝熱管の損傷対策としての異物管理

対策の検討が不十分であったことが原因であると推定されるため、当該事象発生当時の

保安規定第３条（品質保証計画）の「７．１業務の計画」のうち「（２）業務の計画は、品質マ

ネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合をとる。」の規定を満足していな

い。さらに、異物混入が原因となってＳＧ伝熱管の外面損傷が起こり得ることは、合理的に

予測可能であり、異物混入を防止する対策は徹底すべきであったことからパフォーマンス

劣化に該当する。 

［スクリーニング］ 

ＳＧ伝熱管は、原子炉冷却材圧力バウンダリであり、その損傷により、バリア健全性へ

の影響が懸念されることから、本パフォーマンス劣化は、「発生防止」の監視領域（小分類）

の「設備のパフォーマンス」の属性に関連付けられ、出力運転時及び停止時において、プ

ラントの安定性に支障を及ぼし、重要な安全機能に問題を生じさせる事象の発生を抑制す

ることとする「発生防止」の監視領域（小分類）の目的に悪影響を及ぼしたことから、検査

指摘事項に該当する。 

［重要度評価］ 

検査指摘事項の重要度を評価するため「原子力安全に係る重要度評価に関するガイ
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ド」、「附属書１ 出力運転時の検査指摘事項に対する重要度評価ガイド」、「別紙１―発生

防止のスクリーニングに関する質問」のＤ項「蒸気発生器伝熱管破断」の「検査指摘事項

は、蒸気発生器の１本の伝熱管が、通常運転時の内外差圧の３倍（３ΔPNO）を持続できな

い劣化状態を含むか」に従い評価した。 

その結果、最大の減肉率５６％での破断圧力は、「高浜３，４号機蒸気発生器伝熱管の

旧振止め金具による局部減肉の特殊設計施設認可申請」において用いた評価式により、

通常運転時の伝熱管内外差圧の３倍以上であった。 

以上のことから、重要度は「緑」と判定する。 

 

(３) 深刻度の評価結果： 

「原子力規制検査における規制対応措置ガイド」に基づき評価を行った結果、深刻度の評価

において考慮する「原子力安全への実質的な影響」、「規制活動への影響」、「意図的な不正行

為」の要素は確認されていないことから、指摘事項の重要度の評価結果を踏まえ、事象の深刻

度は「ＳＬⅣ」と判定する。 

また、当該検査指摘事項については、事業者が異物混入対策の強化を作業手順書等に追

記することとしているなど、同ガイド「３．３（２）」の要件を満足していることから、違反等の通知

は実施しない。 
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2. 島根原子力発電所２号機 不適切な操作による残留熱除去系Ｂポンプ自動停止 

 

(１) 事象概要 

島根原子力発電所の改善措置活動の実効性を確認するため、過去３年間の不適合処置お

よび是正処置報告書を確認したところ「２号機ＲＨＲ・ＦＰＣ系入口弁閉操作に伴うＢ－ＲＨＲポン

プの停止について」（２０１９年１２月１０日）にて、以下の内容が確認された。 

原子炉停止中の島根原子力発電所２号機において、２０１９年１２月１０日１６時２１分、Ｂ－Ｒ

ＨＲポンプを燃料プール冷却モードで運転中、運転員が待機中の残留熱除去系Ａポンプに使用

する手動弁の操作を伴わない現場確認（系統構成確認）の際に、運転中のＢ－ＲＨＲポンプと

の共通弁である入口第１止め弁を許可なく閉側に操作したことにより、当該弁の全開を監視し

ているリミットスイッチの接点が離れ、Ｂ－ＲＨＲポンプが停止信号の自動発信により停止した。 

Ｂ－ＲＨＲポンプ停止状態には異常がないことから、保修部にて第１止め弁本体及びリミット

スイッチの外観確認を実施し、燃料プール冷却モードの弁構成の確認後、同日、１８時９分に、

Ｂ－ＲＨＲポンプを再起動した。 

使用済燃料プールの水温は、Ｂ－ＲＨＲポンプ停止前は２３．４℃、Ｂ－ＲＨＲポンプ再起動後

は２３．８℃であった。 

事業者は本件不適合の原因を「手動弁の入口第１止め弁が全開であることを、当該弁の微

閉により確認した」ことのみに特定していた。また、是正処置として①「定検時運転管理手順書」

の現場機器操作上の留意事項に弁の開閉状態の確認方法や注意事項の明記、②「設備別運

転要領書 原子炉設備」に残留熱除去系ポンプ停止の条件に関わるリミットスイッチ付きの弁で

あることを明記、③運転経験(ＯＥ)情報事例を作成し、部内周知にて注意喚起を実施していた。

しかし、これらは運転管理の基礎となる運転員の基本的な行動やルール等を改善するところま

で含まれておらず、是正処置としては不十分であることを検査官が指摘したところ、事業者は今

後「運転員の基本手引書」＊の見直しを進めていくことを確認した。 

＊「運転員の基本手引書」とは、運転員の基本的な期待事項（運転員の心得、基本的な行動

やルール等）を具体化した手引書をいう。 

 

(２) 安全重要度の評価結果 

［パフォーマンスの劣化］ 

運転中のＢ－ＲＨＲポンプとの共通弁である入口第１止め弁を許可なく操作したことは、

運転管理の業務を管理された状態で実施することを求めている保安規定第３条「７．５．１

業務の管理」を遵守しておらず、その後の原因の特定が不十分であるため是正処置が不

足していることを確認した。 

また、適切な管理ができていなければ運転中のＢ－ＲＨＲポンプが管理状態から逸脱し

て停止するような状況は、容易に予測可能であり、運転管理において管理の基礎となる運

転員の基本的な行動やルール等を遵守できていれば防止することが可能であったと考え
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られることから、パフォーマンス劣化に該当する。 

［スクリーニング］ 

このパフォーマンス劣化により、燃料プール冷却モードで運転中のＢ－ＲＨＲポンプが停

止し、燃料プールの除熱機能が約１０８分間喪失した。使用済燃料の冷却は被覆管による

放射性物質の閉じ込め機能を維持するために必要であることから、パフォーマンスの劣化

は「閉じ込めの維持」の監視領域（小分類）の「ヒューマン・パフォーマンス」の属性に関係

付けられ、かつ、その目的に悪影響を及ぼしていることから、検査指摘事項に該当する。 

 

［重要度評価］ 

検査指摘事項の重要度を評価するため「原子力安全に係る重要度評価に関するガイド」

「附属書１ 出力運転時の検査指摘事項に対する重要度評価ガイド」「別紙３－閉じ込めの

維持のスクリーニングに関する質問」の「Ｄ．使用済燃料プール(SFP)」を適用した。 

評価事項Ｄ．１に関して、プール水温には有意な変化はなかった。Ｄ．２に関して、燃料

被覆管の機械的損傷及び放射性物質の放出とは無関係であった。Ｄ．３に関して、プール

水の供給喪失とは無関係であった。Ｄ．４に関して、中性子吸収材や燃料束置き違えとは

無関係であった。以上のことから、重要度は「緑」と判定する。 

 

(３) 深刻度の評価結果 

検査指摘事項は、運転管理の業務を管理された状態で実施することを求めている保安規定

第３条「７．５．１業務の管理」の違反であり、「原子力規制検査における規制対応措置ガイド」に

基づき評価を行った結果、深刻度の評価において考慮する「原子力安全への実質的な影響」

「規制活動への影響」「意図的な不正行為」の要素は確認されていないことから、指摘事項の重

要度の評価結果を踏まえ、事象の深刻度は「ＳＬⅣ」と判定する。また、既に再発防止のための

改善措置活動など適切な是正の検討に着手するなど、当該事象は同ガイド「３．３（２）」の要件

を満足することから、違反等の通知は実施しない。 
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3. 伊方発電所３号機 海水管トレンチ室内における不適切なケーブル敷設による火

災影響軽減対策の不備 

 

(１) 事象概要 

令和２年８月に火災防護のチーム検査として現場確認を実施したところ、原子炉建屋のトレ

ンチ室において、鉄製の囲いに四方を覆われて設置されているＡトレンのケーブルトレイ（上か

ら高圧ケーブル、低圧ケーブル、制御ケーブルの順で敷設）の上面の一部に開口部が認めら

れ、その直上から、露出ケーブルが入線している状況を１箇所確認した。この露出ケーブルは、

２本が長さ約１１ｃｍ、直径約１ｃｍ、他の２本が長さ約８ｃｍ、直径約１ｃｍであった。 

さらに、当該露出ケーブルの周辺を確認したところ、トレンチ室の両側壁面にはＡトレンとＢト

レンが敷設され、中央には３時間耐火能力を有する耐火壁があり、ＡトレンとＢトレンはこの耐

火壁で隔てられていた。しかし、耐火壁は、消火栓設置のため途切れている部分が３箇所あり、

露出ケーブルの開口部は、途切れている部分から約６０ｃｍ離れた箇所であった。 

事業者は、「伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（設計基準対象

施設）」第８条 1.6.1.4 及び別添１資料７添付資料６の 2.「原子炉建屋内の海水管トレンチ室の

系統分離対策」において、「耐火壁が設置されていない箇所から６ｍ以上に渡り１時間耐火障

壁をケーブルトレイに設置する」としている。また、「発電用原子炉施設の火災防護に関する説

明書（工事計画認可申請 資料７伊方発電所第３号機）」6.2（3）ｃ.において、ケーブルトレイ外及

びケーブルトレイ内の火災から火災防護対象ケーブルを防護するため、１時間耐火能力を有す

る隔壁等とともに、火災感知器及び自動消火設備の設置による早期の消火を実施するとしてい

る。 

耐火壁が設置されていない箇所から両方向（海水ポンプ側と原子炉建屋内側）に６ｍ以上の

範囲は、１時間耐火障壁をケーブルトレイに設置すべきであるが、耐火壁が設置されていない

箇所から約６０ｃｍの箇所に露出ケーブルが発見された。 

なお、事業者は、本件についてＣＡＰ会議にて審議し、類似ケーブルの把握など、適切な是正

を行うとしている。 

 

(２) 安全重要度の評価結果 

［パフォーマンスの劣化］ 

露出ケーブルが、Ａトレンの海水ポンプ等の制御ケーブルトレイの開口部へ入線してい

る箇所は、「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書（工事計画認可申請 資料７ 

伊方発電所第３号機）」に規定している１時間耐火能力を有する隔壁等を満たしていない

ことから、技術基準第１１条（火災による損傷の防止）第３号に違反していたと言える。また、

露出ケーブルの存在が、火災影響低減対策上の不備であることは、容易に予測可能であ

ることから、パフォーマンス劣化に該当する。 

［スクリーニング］ 
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このパフォーマンスの劣化により、露出ケーブルを放置した状態では、火災による外的

要因に対する防護が不十分であり、制御ケーブルの焼損により、海水ポンプ等の機能性

を確保できないおそれがあり、火災の影響軽減対策を満足しておらず、「拡大防止・影響

緩和」の監視領域（小分類）の「外的要因に対する防護」の属性に関係付けられ、当該監

視領域（小分類）の目的に悪影響を及ぼすことから、検査指摘事項に該当する。 

 

［重要度評価］ 

検査指摘事項の重要度を評価するため「原子力安全に係る重要度評価に関するガイド」

の「附属書５ 火災防護に関する安全重要度評価ガイド」を適用した。 

ステップ 1.2では表１．火災指摘事項区分 1.4.6局部ケーブル又は機器の防護を適用し、

ステップ 1.3 では添付２の劣化評価指針（３．火災の閉じ込めと局部ケーブル又は機器の

防護）を用いて、当該検査指摘事項を確認したところ、バリア材の施工されていない露出

ケーブル４本の全周面積が３８ｃｍ２を超えることから「高劣化」に該当すると判断した。 

さらに、ステップ 1.4 検査指摘事項区分に設定された定性的なスクリーニング質問のス

テップ 1.4.6局部ケーブル又は機器の防護に対する回答として、トレンチ室は、維持管理が

適切になされた火災の自動感知及び消火設備によって防護されているため「Yes」となり、

重要度は「緑」と判定する。 

 

(３) 深刻度の評価結果 

検査指摘事項は、「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書（工事計画認可申請 資

料７ 伊方発電所第３号機）」を満足しておらず、技術基準第１１条（火災による損傷の防止）の

違反であり、「原子力規制検査における規制対応措置に関するガイド」に基づき評価を行った結

果、深刻度の評価において考慮する「規制活動への影響」等の要素は確認されていないことか

ら、指摘事項の重要度の評価結果を踏まえ、事象の深刻度は「SLⅣ」と判定する。 

また、事業者は、本件について、既にＣＡＰ会議にて審議し、類似ケーブルの把握など、適切

な是正が行われていることから、同ガイド「３．３（２）」の要件を満足するため、違反等の通知は

実施しない。 
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4. 伊方発電所３号機 制御盤室内における感知器の不適切な箇所への設置による

火災感知機能の信頼性低下  

 

(１) 事象概要 

令和２年８月に実施した火災防護のチーム検査において、制御盤室の現場確認を実施した

ところ、制御盤室内の天井に取り付けられている自動火災感知器のうち、熱感知器（１台）が換

気口の空気吹出し口から約１．２ｍしか離れていないことを確認した。 

事業者は、「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書（工事計画認可申請 資料７ 伊

方発電所第３号機）」5.1.2（1）b.（a）において、火災感知器は、消防法の設置条件に基づき、ア

ナログ式の煙感知器、アナログ式の熱感知器又は非アナログ式の炎感知器から異なる種類の

感知器を組み合わせて、火災区域又は火災区画に設置する設計とするとしている。また、消防

法施行規則第２３条第４項第８号では、「感知器は、換気口等の空気吹出し口から１．５ｍ以上

離れた位置に設ける」としているが、この条件を満足していない状況であった。 

なお、制御盤室には、火災の早期感知として当該熱感知器１台以外に煙感知器が２台、さら

に自動消火設備（ハロゲン化物消火設備）用の熱感知器が２台あり、当該熱感知器以外の４台

（煙感知器２台、熱感知器２台）は適切に設置されていたことを確認している。 

事業者は、本件についてＣＡＰ会議にて審議し、適切な箇所に設置する是正を行うこととして

いる。 

 

(２) 安全重要度の評価結果 

［パフォーマンスの劣化］ 

事業者は、「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書（工事計画認可申請 資料

７ 伊方発電所第３号機）」5.1.2（1）b.（a）において、火災感知器は、消防法の設置条件に基

づき、火災区域又は火災区画に設置する設計とするとしており、消防法施行規則第２３条

第４項第８号では、「感知器は、換気口等の空気吹出し口から１．５ｍ以上離れた位置に

設ける」としているが、この条件を満足していない状況であり、技術基準第１１条（火災によ

る損傷の防止）第２号に違反していたと言える。 

また、熱感知器が換気口の空気吹出し口近傍に設置されていた場合、火災感知機能の

信頼性を損ねることは、容易に予測可能であることから、パフォーマンス劣化に該当する。 

 

［スクリーニング］ 

当該制御盤が、異常時に、原子炉を低温停止するためのものであるため、このパフォー

マンスの劣化により、当該熱感知器の火災感知機能の信頼性を損ねることは、「拡大防

止・影響緩和」の監視領域（小分類）の「設備のパフォーマンス」の属性に関係付けられ、

当該監視領域（小分類）の目的に悪影響を及ぼすことから、検査指摘事項に該当する。 
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［重要度評価］ 

検査指摘事項の重要度を評価するため「原子力安全に係る重要度評価に関するガイド」

の「附属書５ 火災防護に関する安全重要度評価ガイド」に従い、ステップ 1.2 では表１．火

災指摘事項区分 1.4.2自動火災報知設備及び固定消火設備を適用し、ステップ 1.3では添

付２の劣化評価指針 ２．自動火災報知設備及び固定消火設備を用いて、当該検査指摘

事項を確認したところ、制御盤室における感知器は５台設置されており、その内の熱感知

器１台が空気吹出し口近傍に設置されていることから１０％以上の劣化とし「高劣化」と判

断した。 

さらに、ステップ 1.4 検査指摘事項区分に設定された定性的なスクリーニング質問のス

テップ 1.4.2 自動火災報知設備及び固定消火設備に対して、制御盤室には、煙感知器２台、

並びに自動消火設備用の熱感知器２台が消防法施行規則の規定に基づき適切に設置さ

れており、安全停止に必要な機器を保護するためのシステムの機能に悪影響を及ぼすこ

とはないと判断され「No」となることから、詳細リスク評価は不要と判断し、重要度は「緑」と

判定する。 

 

(３) 深刻度の評価結果 

検査指摘事項は、「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書（工事計画認可申請 資

料７ 伊方発電所第３号機）」を満足しておらず、技術基準第１１条（火災による損傷の防止）の

違反であり、「原子力規制検査における規制対応措置に関するガイド」に基づき評価を行った結

果、深刻度の評価において考慮する「規制活動への影響」等の要素は確認されていないことか

ら、指摘事項の重要度の評価結果を踏まえ、事象の深刻度は「SLⅣ」と判定する。 

また、事業者は、本件についてＣＡＰ会議にて審議し、適切な箇所に設置する是正が行われ

ることから同ガイド「３．３（２）」の要件を満足することから、違反等の通知は実施しない。 
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5. 川内原子力発電所２号機 配線処理室内における不適切なケーブル敷設による

火災影響軽減対策の不備 

 

(１) 事象概要 

令和元年度第４四半期に火災防護の試運用として現場確認を実施したところ、配線処理室

内にて、鉄製の囲いに覆われて設置されているＡ系及びＢ系の安全停止系ケーブルトレイ上面

の一部に開口部が認められ、それぞれの開口部の直上から、露出ケーブルが入線している状

況を確認した。 

その後、令和２年度第２四半期の火災防護のチーム検査としての現場確認において、露出

ケーブルが入線している同様の状況を確認したところ、A 系で３箇所、B 系で５箇所認められ

た。 

このうち、直線距離として最短である A 系の＃３０３７（露出ケーブル長さ２３cm、投影面積９

７．７５㎠、全周面積３０７．０８㎠）、B 系の＃３２５７（露出ケーブル長さ１９cm、投影面積８０．

７５㎠、全周面積２５３．６９㎠）の距離を実測したところ約２．５ｍであり、かつそれぞれの露出

ケーブルを隔てる鉄板等がないことを確認した。 

「川内原子力発電所１号炉及び２号炉 設置許可基準規則等への適合状況説明資料」には、

配線処理室は安全停止系の A 系及び B 系のケーブルトレイが混在していることから、「火災

防護に係る審査基準」2.3.1（2）c.の互いの系列間が１時間の耐火能力を有する隔壁等で分離さ

れておりとの規程に基づき、1 時間の耐火性能を確認した鉄板等の隔壁にて火災の影響軽減

のための対策を行うと記載されている。 

また、「川内原子力発電所２号機 工事計画に係る説明資料」には、１時間耐火能力を有する

隔壁等とともに、火災感知器及び自動消火設備による早期の消火によって火災の影響軽減の

ための対策を行うものと記載され、さらに「発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書（工

事計画認可申請添付資料７）」において、１時間の耐火能力を有する隔壁等として、「鉄板及び

離隔距離」、「鉄板、発泡性耐火被覆及び離隔距離」、「鉄板及び断熱材」又は「耐火布団」の４

種類を決めており、現地施工性を考慮していずれかを選定すると記載されている。 

このため、最短直線距離で約２．５ｍの箇所は、１．５ｍｍ以上の厚さの鉄板及び３２０ｍｍ以

上などの離隔を確保することが必要であるが、要求を満たしていなかった。なお、配線処理室

内に火災感知器及び自動消火設備が設置されていることは現場確認した。 

事業者は、検査官気付き事項に対してパフォーマンス劣化があるという認識のもと CR を発

行し、CAP 会議にて審議した上で、露出ケーブルの現場調査を行い、類似箇所に対して順次、

１時間耐火布団にて覆う対策を行う旨の説明を受けた。 

 

(２) 安全重要度の評価結果 

［パフォーマンスの劣化］ 

露出ケーブルのうち、A 系と B 系の最短直線距離が約２．５ｍであり、かつ鉄板等が認
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められない箇所は、「川内原子力発電所２号機工事計画に係る説明資料」に規定している

１時間耐火能力を有する隔壁等を満たしていないことから、技術基準第１１条（火災による

損傷の防止）第３号に違反していたと言える。また、露出ケーブルの存在は、火災影響低

減対策上の不備であることは、容易に予測可能であることから、パフォーマンス劣化に該

当する。 

 

［スクリーニング］ 

このパフォーマンスの劣化により、露出ケーブルを放置した状態では、火災の影響軽減

対策を満足しておらず、火災による外的要因に対する防護が不十分であり、安全停止系

ケーブルの焼損により、余熱除去ポンプ制御関係等の機能性等を確保できないおそれが

あり「拡大防止・影響緩和」の監視領域(小分類)の「外的要因に対する防護」の属性に関

係付けられ、当該監視領域（小分類）の目的に影響を及ぼす可能性があり、安全上重大な

問題をもたらす可能性があるため、検査指摘事項に該当する。 

 

［重要度評価］ 

検査指摘事項の重要度を評価するため「原子力安全に係る重要度評価に関するガイド」

の「附属書５ 火災防護に関する安全重要度評価ガイド」を適用した。 

ステップ 1.2では表１．火災指摘事項区分 1.4.6局部ケーブル又は機器の防護を適用し、

ステップ 1.3 では添付２の劣化評価指針 ３．火災の閉じ込めと局部ケーブル又は機器の

防護 難燃性及び非難燃性板又はブランケットを用いて、当該検査指摘事項を確認したと

ころ、バリア材の施工されていない場所（全周面積）が両系統の露出ケーブルとも３８㎠を

超えることから「高劣化」に該当すると判断した。 

さらに、ステップ 1.4 検査指摘事項区分に設定された定性的なスクリーニング質問のス

テップ 1.4.6：局部ケーブル又は機器の防護に対する回答として、ケーブルトレイのある区

域は、維持管理が適切になされた火災の自動感知及び消火設備によって防護されている

ため「Yes」となり、重要度は「緑」と判定する。 

 

(３) 深刻度の評価結果 

検査指摘事項は、「川内原子力発電所２号機 工事計画に係る説明資料」を満足しておらず、

技術基準第１１条（火災による損傷の防止）の違反であり、「原子力規制検査における規制対応

措置に関するガイド」に基づき評価を行った結果、深刻度の評価において考慮する「規制活動

への影響」等の要素は確認されていないことから、指摘事項の重要度の評価結果を踏まえ、事

象の深刻度は「SLⅣ」と判定する。 

また、事業者は、露出ケーブルが確認された箇所に対して、順次、１時間耐火布団にて覆う

対策に取り組み、是正に向けた対応を実施するなど、同ガイド「３．３（２）」の要件を満足するこ

とから、違反等の通知は実施しない。 
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